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B-1 慢性疼痛疾患管理料

《平成２４年１月２６日新規》

《令和元年８月２９日更新》

《令 和 ２年 ９ 月 ８ 日 更 新》

○ 取扱い

原則として、単なる下肢痛に対しＢ001の 17 慢性疼痛疾患管理料の算
定は認められない。

○ 取扱いの根拠

慢性疼痛疾患管理料の留意事項通知に「慢性疼痛疾患管理料は、変形性

膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改

善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定

することができる。」とあるが、単なる「下肢痛」だけでは当該管理料は

認められない。


